
 

＜個人寄付控除＞ 

特定公益増進法人の大宅壮一文庫への寄付

金は、税制優遇措置の対象になります。 

所得税の「所得控除」か「税制控除」のうち、

還元が大きくて有利な寄付金控除を選択で

きます。所得税率が３３％以下の方は、税額控除が圧倒的にお得です。 

 

■税額控除の計算式  （寄付金額－2000 円）×４０％    ＝控除額 

■所得控除の計算式  （寄付金額－2000 円）×所得税率 ＝控除額 
 
※例 ： 所得税率２０％の人が５万円を寄付した場合、 

▽税額控除 （５万円－２０００円）×４０％＝１万９２００円（還元）。実質寄付額は３万８００円 

▽所得控除 (５万円－２０００円)×２０％＝ ９６００円（還元）。実質寄付額は４万４００円  

税額控除の方が、約１万円も控除額が大きくなります。 

寄付控除を受ける際は、大宅文庫がお渡しする「寄付金受領証明書」と「税額控除に係

る証明書」を添付して、確定申告することが必要です。 

なお課税所得が４０００万円超（税率４５％）の場合、所得控除の方が有利になります。 

＜住民税の控除＞ 

大宅壮一文庫が所在する東京都在住の皆様は、所得税控除に加えて、都民税で４％、さ

らに世田谷区在住の場合は市区町村税で６％（両方で最大 10％）の寄付金控除が受け

られます。          （※東京都以外の都道府県では、住民税控除は適用されません） 

＜法人税など＞ 

特定公益増進法人への寄付は、通常の寄付金の損金算入限度額とあわせて、別枠で算出

した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額を損金に算入することができ

ます。 

限度額の計算式は、「（所得金額の 6.25%＋資本金額の 0.375%）×１/２」となります。 


